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Ⅰ　は じ め に

欧州の大陸諸国では，長い年月にわたり，種々
の従業員代表制（employee-representation�system）
が集団的交渉の枠組の中で共存しているが，アメ
リカ合衆国（以下アメリカ）の労働弁護士は，こ
うした代表制を疑いの目でみてきた。こうした疑
いは，歴史的な理由に基づくものである。アメ
リカの種々の従業員代表制は，全国労働関係法

（以下，「NLRA」）が禁止することとした会社御用
組合（company-dominated�unions）にルーツを有
する。そしてニューディール期の議会が NLRA
を運用するために創設した独立行政委員会であ
る全国労働関係局（以下「NLRB」又は「局（the�
Board）」）は，この法令の禁止規定を，基本的に，
すべてではないにしても，ほとんどの使用者側が
始めた従業員代表制と，それ以外の多くの従業員
代表制を違法としていると解釈してきた。

使用者が支配する従業員代表制を禁止しようと
いう議会と局の努力は，被用者（employee）の職
場への参加の権利を最大限に保護するという価

値に基づく，尊重すべきものであるが，これら
の努力が，事実上，被用者の声を窒息させてし
まったのだ。ここでの問題は，一つには，被用者
の声と被用者の自己組織化という，2 つの競合す
る価値の違いより生じている。一見すると，これ
らの価値基準は，射程をともにするもののよう
に思える。しかし現実には，被用者の参加と産
業民主主義に主眼を置くものである被用者の声
は，被用者の自治に主眼を置く自主的組織化よ
りも，幅広い概念である。会社御用組合を禁止
する NLRA の条項は，自主的組織化又は労働者

（worker）の自治を，従業員の声又は参加より尊
重している。過半数の者が選出又は指名した労働
組合が，排他的な従業員代表となるとする排他性
原則（exclusivity�principle）のような，NLRA の
別の条項は，さらに従業員の声を抑えてしまう。

この敵対的な枠組の中で，ようやくアメリカに
定着した従業員代表制を再検討することで，いく
つかの問題点が明らかになる。本レポートは，そ
れらに予備的な回答を与えようとするものであ
る。従業員代表制が，手段的にも原理的にも合理
的であるという考えを背景に，本レポートでは，
どのタイプのシステムが，アメリカの法的枠組の
中でよく機能するか，どのシステムがこの枠組で
はあまり機能しないか，そしてこの枠組が，より
大きな参加を許容するために，どの程度変わる必
要があるのか，ということを問題とする。

本レポートのⅡでは，アメリカにおける従業
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員代表制の展開の歴史の概観を皮切りに，それ
らの制度への反動の発生，その反動を乗り越え
るための立法の試みの失敗の分析，そしてどの
程度職場における安全委員会（workplace�safety�
committees）がその特筆すべき例外となっている
か，ということの再検討を行う。Ⅲでは，アメリ
カの団体交渉（collective�bargaining）の法的枠組
を説明し，その上で従業員代表制を実現する上で
の法的障害についての考察を示す。Ⅳでは，従業
員代表制の根底にある手段的・内発的価値を説明
し，その上でより成功しうる従業員代表に向けて
の，草の根レベルでの試みについて検討し，最後
に将来への展望を示して結びとする。

Ⅱ　アメリカの従業員代表制の解説

　1　 「御用組合（company union）」の歴史的土台

アメリカにおいては，労働組合以外の従業員代
表制についての公式の法的枠組は存しない。事
実，現在のアメリカの労働法の枠組を形成した
ニューディールが残したもののため，そのような
制度が必要かということのみならず，適法かとい
うことについてすら，疑問を生じさせている。歴
史的には，NLRA の「御用組合」の禁止は，ジョ
ン・ロックフェラー（John�Rockefeller）の，資本
家も，労働者も，株主も，ともに経済的事業にお
けるパートナーであるべきだ，という言明に顕著
にうかがわれるように，1930 年代に御用組合が
急速に拡大したことに対する反応だった。ロック
フェラーは，労働紛争の解決を促すウッドロー・
ウィルソン（Woodrow�Wilson）大統領と世論の声
の圧力への対応として，労働者参加制度（worker-
participation�plan）を考案した 1）。ニューディール
支持者は，他のタイプの被用者の参加・代表制度
を制限し，産業別労働組合の自治を保障すること
で，独立した労働組合の組織化を保護しようとし
た。立法の裏方での推進力となったロバート・ワ
グナー（Robert�Wagner）上院議員によれば，「御
用組合は一般的には使用者が開始し，使用者によ
り存在を許され，その決定は使用者の覆し得ない
拒否権に服する」のである 2）。

アメリカにおける労働組合以外の従業員代表制
度は，現行法のもとでの立場は乏しいが，アメリ
カにおいて歴史的なルーツを有し，必ずしもいつ
も厳格に規制されてきたわけでも，現在のよう
に猜疑心をもってみられてきたわけでもない。む
しろ，「御用組合」の概念は，大恐慌期の労働運
動のために，ネガティブな含意を伴うようになっ
たのである。大恐慌以前は，使用者は，労働組合
以外の従業員参加の諸形式を用いて，協力，忠
誠，そして品質へのインプットを浸透させようと
していた。しかしながら，大恐慌が組合以外の形
態の従業員代表制の進む道を変えた。大恐慌の経
済的混乱の発生に直面して，フランクリン・D・
ルーズヴェルト（Franklin�D.�Roosevelt）政権は，
NLRA を経済復旧の全体プランの一部として想
定した。1931 年後半には，もっとも被用者思い
の会社ですら，賃金カット，レイオフ，生産速度
向上を行うことを強いられ，それが結果として，
使用者の誠実さへの被用者の信頼の喪失とパニッ
クの感覚を生じさせ，それがこの状況に対処する
ためには尋常でない改革が採られねばならない，
という考え方を作り出してしまった3）。NLRAは，
労働組合の形成と，団体交渉の使用を促進しよう
とした。使用者は，この組織化への新しい命令に
恐れをなし，「御用組合」を作ることで抵抗しよ
うとした。1920年初期の代表制と異なり，ニュー
ディール期の労働組合以外の代表制の動きは，多
くは使用者の反組合的な感情に動機づけられたも
のだった。そして御用組合へのネガティヴな反応
の発生のため，労働組合以外の代表制は，事実
上，アメリカの歴史の中の一時期，姿を消した。

コロンビア大学の法学教授のマーク・バレン
バーグ（Mark�Barenberg）は，2 つの総合的な論
文において「御用組合」の禁止と，その今日の経
済への関連性を検討し，次のように説明している。

ワグナーの制度的な理想においては，事業委員会
（works�councils）や労使合同委員会（joint�labor-
management�committees）のような御用組合的
な協同の組織は，独立の労働組合主義の保護の殻
の内側においてのみ，発生し，効果的かつ非濫用
的に機能するはずのものであった 4）。

威圧的な力から自由な，別個の自治的な空間，
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あるいはバレンバーグの用語でいえば「殻」を，
労働者のために保全するという考えは，また，
NLRA の「経営側の排除」ルールにも体現され
ている。同法の 2 条（3）は，「経営的被用者」又
は「監督者」を，交渉単位を形成できる被用者の
定義から除外している 5）。2 条（11）は，「監督者

（supervisor）」を，次のように定義している。
使用者の利益のために，他の労働者を，雇入れ，
配転し，休職させ，レイオフし，リコールし，昇
進させ，解雇し，配転し，報酬を支払い，又は懲
戒し，あるいはそれらを行う責任を有し，又は労
働者の苦情を処理するか，処理することを効果的
に推奨する権限を有するすべての個人であって，
前述のことに関して，そのような権限の行使が，
単なる定型的又は事務的な性質でなく，独立の判
断を要するものであるもの。6）

この除外の一つの理論的根拠は，先と同様に，
一般の労働者の固有の領域を保護し，被用者の
交渉単位の中に，「対立的な労使関係モデルの機
能を妨げる」7）であろう「利益相反（conflict�of�
interest）」を有する被用者を含めることを防ぐこ
とである。

　2 　実務における労働組合以外の従業員代表制の興
隆

労働組合以外の従業員代表制に対して，敵対的
な状況が継続していたにもかかわらず，伝統的な
労働法の減衰のため，被用者の声と職場の民主制
の代替的なモデルが求められるようになってい
る。伝統的な団体交渉が縮小していっているの
に，NLRA は，使用者がいかなる形態の労働団
体（labor�organizaiton）にも干渉することを禁止
しており，新たな形態の従業員代表制度の発展を
妨げている。1960 年代と 1970 年代の間，産業界
の使用者だけでなく法学界も，労働組合以外の
被用者参加を再発見した 8）。1980 年代以来，被
用者の参加モデルは，実務でますます累加してい
る。アメリカの私的セクターの労働力の 90％超
が組織化されないままに残して，労働組合が急速
に減衰してきている中，伝統的な NLRA の枠組
外の代表と参加のモデルがより顕著になってきて
いる。ある 1980 年代の大企業の研究は，非組合

の製造業の労働者の 43％は，何らかの形での被
用者の参加又は代表のモデルに関わっていたこと
を明らかにしている 9）。さらに最近の研究は，こ
の数値がますます増加しており，すべての被用者
のうち 75％が何らかの形での被用者が関与する
制度を使い，被用者が 5000 人以上の企業の使用
者の 96％がそのような制度を有していることを
明らかにした 10）。被用者が 50 人以上の企業の会
社を対象とする別の研究は，32％が自己監督労
働チーム（self-directed�work�team）を，18％が被
用者の業績のピアレビューを，そして 46％が総
合的品質管理（total�quality�management）のテク
ニックを利用していることを，明らかにしている
11）。

　3　ダンロップ委員会と TEAM Act

これらの実務が現実に浸透するにつれて，労
働組合以外の従業員代表制への歴史的な禁止が，
次第に，職場の改革に関する多くの論争の焦点
となってきた。1990 年代半ばには，クリントン

（Clinton）政権時代に，被用者の関与の拡大を促
進する目的で，NLRA の法制的改革に向けた重
要な試みがなされた 12）。クリントン政権は，労
働関係の将来に関する報告を委嘱し，それがダン
ロップ委員会（Dunlop�Commission）の「21 世紀
のアメリカの職場の目標」という報告書となっ
た。報告書の主目的は，被用者の参加と労使の
パートナーシップを，より多くの労働者と職場に
拡大し，被用者の関与の成長を促進することだっ
た。同委員会は，自己管理チーム，安全健康委
員会，利益分配制度，総合的品質管理（TQM），
QC サークル（quality�circle）や従業員持株制度等
の，新しい形態の被用者参加が，実態として成長
していることを認知した 13）。

ダンロップ委員会は，様々な仕組みによる，こ
の被用者参加の制度の増加を，市場競争，技術的
変化，組織構造の変化，工業生産の性質が誘引と
なって生じたものとみた。同委員会はさらに，多
くの労働者が，仕事での意思決定や管理に参加す
ることに関心があるが，その機会がないというこ
とを示す経験則的な調査結果を強調した。ダン
ロップ委員会は，「御用組合」の禁止を，「決定的
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にいくつかの従業員関与制度の成長を妨害し，ま
た，合同労使委員会に対し難問を生じさせる」14）

ものだと記述している。同委員会は，しかしなが
ら，使用者が支援する制度は，独立した労働組合
を代替するべきではないと強調する。そのように
して「使用者が，被用者が独立の代表を獲得しよ
うとして努力することを失敗させる目的で」，あ
るいは団体交渉の経緯を覆すために，「新しい参
加制度を創設したり，既存の参加制度を使ったり
することは，やはり不当労働行為となるべきであ
る」15）。

その後，御用組合への歴史的な禁止を撤廃する
はずであった労使チームワーク法（TEAM 法）の
法案 16）が両院を通過したが，クリントン大統領
に拒否権を行使された。TEAM 法は，「被用者
が，品質，生産性，そして効率性に関する事項に
ついて参加するいかなる組織を使用者が設立し，
援助し，維持し，あるいは参加することが不当労
働行為とはならないとするために」NLRA を改
正することを提案した 17）これは，違ったタイプ
の被用者代表の仕組みを作るための，より広い枠
組をもたらす予定だった。TEAM 法の支持者は，
TEAM 修正の承認が，「グローバルな市場でのア
メリカ企業の競争能力向上に向けた，重要なス
テップ」を記録することになるだろうと述べてい
た 18）。しかしながら，そのような修正は，「御用
組合」の再来を招き，労働者がなお独立の労働組
合の代表を作り上げることができるということを
適切に保障することなしに，被用者に誤った保護
の感覚を与えるのではないか，という深刻な懸念
もみられた。

　4　法の影で

これらの労働法制を法的に変革する試みが失敗
に終わったにもかかわらず，次第に，新しい被用
者の声のモデルが，アメリカの労働市場に導入さ
れるようになってきている。そうした実験が違法
である可能性があるにもかかわらず，私企業は，
現場の運営上の相談から戦略的な方針立案まで，
自己管理チーム，QC サークル，そして被用者行
動委員会等の広く新しい形態での従業員代表を導
入してきている。さらに以下で議論するように，

我々は，意思決定における代表とオーナーシップ
における参加の仕組み，現場の実務における代表
と経営的な戦略選択における代表，生産とプロセ
スにおける代表と労働条件についての代表との間
では，基本的な区別をつけることができる 19）。
もう一つの重要な区別が，単独の職場の代表と部
門横断的な労働組合以外の従業員代表のシステム
である。企業の役員会での従業員代表は，非常に
まれである20）。たとえば「アメリカのフォーチュ
ン 1000 の会社の中で，生え抜きのシニア人事マ
ネージャーを会社の役員会に有している企業はわ
ずか 3 つであり，これは驚くほどに小さい割合で
ある」21）。役員会での代表は稀であるが，被用者
が株主となっているのはよくあることである。一
般に，主として年金ファンドの成長のため，アメ
リカ企業の株における機関投資家のオーナーシッ
プは，ここ最近は劇的に増加している 22）。その
ような被用者のオーナーシップの仕組みは，1990
年代以来急速に増加してきており，経験的には，
協力的な雇用関係と協同的な職場環境を向上させ
ているといえる 23）。

法の影では，労働組合以外の従業員代表のしく
みが芽吹いているが，それと同時に学者たちは，
より強固で組織的な代表システムを認めるため
に，労働組合以外の従業員代表制度を実験するに
は「ワグナー法を上下さかさまにひっくり返すこ
と」24）が必要だという議論を続けている。多く
の論者が，NLRA による労働組合以外の従業員
代表制の禁止は，現代的な経営戦略を決定的に妨
げている�と述べている。さらに，従業員代表に
ついての法的枠組が欠けていることは，アメリカ
の職場の法制に問題を投げかけ続けている。たと
えば，全国労働関係局（NLRB）は，最近，組織
化されていない被用者は，懲戒手続において，他
の被用者を同席させる権利を有しないと判断して
いる 25）。

業務上の安全衛生規則の文脈では，労働者の安
全委員会がリスクを軽減することに成功している
という強固な証拠があるにもかかわらず，労働安
全衛生庁（OSHA）は，今に至るまで，安全規制
のコンプライアンスにおける労働者の関与の促進
には消極的である 26）。OSHA は，労働者の関与
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の制度化の欠如について，厳しく批判されてい
る 27）。労働安全衛生法（OSH法）の下では，組織
化されていない職場であっても，すべての労働者
が，検査を請求し，検査中に検査官に同行し，そ
してコンプライアンスに関係する情報を受け取る
権利を有する。そしてまた，裁判所は，同法を，
OSHA の検査官に同行するのに被用者が要した
時間の賃金を使用者に支払うことを求めるもので
はないと解釈している 28）。最近の OSHA の取組
みは，労働者を，特別政府被用者（SGE）として

「代理任用（deputize）」している。この SGE 制度
は，自主的保護制度（VPP）に参加している事業
所の労働者を，OSHA 職員とともに「評価チー
ムの一人前のメンバー」として勤めるように訓練
するものである 29）。この取組みは，極めて目新
しいものであるが，自主的に制度に参加する被用
者に限られており，そしてさらに，現状の安全面
での業務管理を拡張するものというより，企業が
特に安全であると示す認証プロセスに限られてい
る。従業員代表制と共同の労使安全委員会がリス
クを縮小するという強固な経験的証拠にもかかわ
らず，「OSHA は，労働安全の管理と，労働者を
システム的に取り込むという目的を組み合わせる
ことに，大きく失敗している。近年，OSH 法を
改革し，安全衛生職場委員会の設置を義務づける
提案が何度もなされたが，「労働法改革」の兆候
だというだけで，そうした提案を葬り去らせるの
に十分である。」30）。

要約すると，アメリカの労働法を改革しようす
る努力は，これまでのところおおむね不成功であ
り，NLRA は公的には労働組合以外の従業員代
表制を除外しつづけているものの，労働組合の枠
組に隠れて，労働組合以外の従業員代表制につい
ての細々とした枠組と実務とが存在している。現
在の大恐慌後の，NLRA とその後の判例法で示
された労働法の枠組は，そうした実務を不安定な
立場に置くものであるため，従業員代表制は，実
務では非常に広いバリエーションがある。

Ⅲ　従業員代表制と団体交渉との関係

　1　組織化と団体交渉の概観

　a．組織化された職場と団体交渉を規制する法
　　的枠組

アメリカでは，いくつかの法律が労働組合と使
用者の間の関係を規律している。私的セクターで
は，労働組合−使用者の関係は，全国労働関係法

（NLRA）31），又は場合により鉄道労働法（RLA）
により規制されている 32）。

NLRA7条は，被用者に次の権利を認めている。
⃝団結すること
⃝労働組合に加入し，労働組合を結成し，労働

組合を援助すること。
⃝自らの選んだ代表を通じて団体交渉すること。
⃝団体交渉の目的のために，その他の予定され

た活動に従事すること。
⃝その他の相互援助又は保護の目的のために，

その他の予定された活動に従事すること。そ
して，

⃝これらの活動のうち，いかなるものをも，や
めること。ただし，この権利が雇用の条件と
して労働組合員であることを求める協定によ
り影響される場合は，その限りでない。33）

議会は，これらの権利を保護するために，独立
の連邦行政機関である全国労働関係局（「NLRB」
又は「局」）を設置する 34）。

NLRA は，私的セクターのほとんどの被用者
をカバーしている。NLRA は，明示的に，次の
個人を除外している。�

⃝農業労働者
⃝家事使用人
⃝親又は配偶者に雇用される者
⃝独立自営業者
⃝監督者 35）

⃝ RLA の規制に服する使用者により雇用され
る者，連邦政府，州政府，地方政府に雇用さ
れる者，又は NLRA の適用のない使用者に
より雇用されるその他の者 36）

制定法上の被用者の定義は，アメリカの労働者
の法的保護への関門である 37）。NLRA によりカ
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バーされない被用者は，7 条に規定される権利を
有さず，また使用者が，当該労働者が NLRA に
よりカバーされていれば同法により保護されてい
たであろう活動に関与したことを理由に，彼らに
何らかの不利益な雇用行為を行ったとしても，保
護されない 38）。
　b．私的セクターにおける組織率（Unionization�
　　�Rates）の継続的減少

議会，行政，そして裁判所による，立法的及
び判例法的な修正による NLRA への変更の結果，
NLRA による保護を受ける労働者は次第に少な
くなってきている 39）。さらに，生産と産業の性
質は変化してきており，経済的圧力がこれらの変
容に寄与している。これら双方の法制度に内在
的な理由と，産業の変化に伴う理由の双方のた
め，私的セクターの組織率は過去 20 年間で劇的
に減少してしまっている。アメリカにおける労働
組合加入率は，2011 年に 11.8％であったが，比
較可能な労働組合のデータが収集された最初の年
である 1983 年の労働組合加入率は 20.1％であっ
た 40）。また，労働組合に所属する労働者の数は，
1983 年の 1770 万人から 2011 年の 1480 万人へと
減少した 41）。

対照的に，公的セクターの労働組合の組織率は
私的セクターの労働組合の組織率より高い。すべ
ての労働組合員の労働者のうち半数─ 720 万
人─は，公務の被用者である。公的セクターの
労働組合加入率は，37.0％であり，私的セクター
の労働組合加入率の 6.9％より，5 倍も高い 42）。
私的・公的セクターにおける労働組合の組織率は，
北部諸州の方が南部諸州よりも高い 43）。
　c．連邦法は，相互に団体交渉することを私的
　　セクターの使用者と労働組合に義務づける

私的セクターの使用者と労働組合は，NLRA
の 8 条（a）（5）と 8 条（b）（3）により，相互に団体
交渉する義務を負う 44）。特に，NLRA は労働組
合と使用者に，「合理的な回数会合し，賃金，時
間，そしてその他の雇用条件について，誠実に協
議する相互の義務」45）を課している。N.L.R.B. v. 

Insurance Agents’ International Union 事件におい
て，連邦最高裁判所は，NLRA が「卓の両方か
らの相互的なアプローチが産業の平和を達成する

総体的なデザインを促すという信念のもと，合意
に達するつもりで誠実に協議する相互の義務を当
事者に課している」46）ことを認めている。アメ
リカの労働法学者は，この誠実要件は，使用者と
労働組合が，合意到達に向けて，団体交渉する義
務を有することを意味すると説明している 47）。
誠実交渉義務は，しかしながら，「当事者の一方
に，提案に合意すること，又は譲歩をなすことを
強制する義務」48）を意味するものではない。

アメリカ流の交渉義務が，「自由市場の問題に
対する自由市場的解決」49）としてみることがで
きる限りで，団体交渉の紛争を解決することにお
ける局の役割は，手続の規制の適正を確保するこ
とに意図的に限定されており，合意された契約の
実質的な条件の検討にまでは拡がらない。この
線に沿って，最高裁は H.K. Porter v. N.L.R.B. 事
件で，「法の全体の構造の中に，局が，争いの結
果については当事者の交渉力の強さに委ねて，団
体的交渉のプロセスを監督し，審判するために
行動するということが黙示的に示されている」50）

と認めている。この見解を支えるものとして，
NLRA の交渉義務は，全く明白に，労働組合に
団体交渉に関連する情報を与える使用者の義務を
交渉義務自体に織り込むことにより，情報が自由
に流れることを求めている 51）。

私的セクターにおける交渉義務は，義務的団交
事項（mandatory�subjects�of�bargaining）として知
られる事項 52），すなわち「賃金，時間，その他
の雇用条件」53）に及ぶ。この交渉義務への定義
的な限界に加えて，判例法で課されたいくつかの
制限がある。たとえば，使用者は廃業の決定につ
いての交渉を要求されることはない。しかしなが
ら，使用者はその決定の効果については交渉を要
求されることになる 54）。

　2 　従業員代表の選出や運用に対する労働組合の影
響力

　a．労働組合の従業員代表選定に対する労働組合
　　の影響力

アメリカでは，雇用の条件についての個別交渉
がデフォルトの法的ルールである。アメリカの労
働法は，「被用者に，労働組合を作り，使用者と



論　文　アメリカの企業における従業員代表制度

日本労働研究雑誌 63

雇用条件について団体交渉することにより，この
デフォルトの状態から脱する権利」55）を与えて
いる。

労働組合が団体交渉のため従業員を代表すべき
か否かということについて，被用者が─労働組
合ではなく─従業員代表を 2 つのプロセス，す
なわちカードチェックか秘密投票選挙，のうち 1
つにより選出する 56）。いずれの場合にも，被用
者の選択は自由，すなわち，使用者にも労働組合
にも抑圧されないものでなければならない 57）。
ほとんどすべての労働組合のキャンペーンは，
NLRB により被用者の自由な選択を保障するため
に厳格に規制されているカードチェックで開始す
る。被用者は，自分の同僚を，以下に署名した者
は特定の労働組合により代表されることを希望す
るものであると典型的には書かれている労働組合
への委任カードへ署名するよう勧誘してよい。勧
誘は，休憩中と非労働時間中であれば職場で行わ
れてもよいが 58），多くの場合は自宅への訪問に
より行われる 59）。使用者は，同僚を勧誘したこ
とを理由に被用者を差別してはならない 60）。対
照的に，使用者は，勧誘目的で，非被用者である
労働組合の組織者に自らの所有地にアクセスする
ことを認めることを求められないが 61），それが
多くの組織化活動が職場以外の場所でなされてい
る理由であろう。

選挙するためには，労働組合は局に選挙の請願
を行い，団体交渉の目的での「適切な単位におけ
る」被用者の 30%が関心 62）を有することを示さ
なければならない 63）。適切な単位は，口語では，
交渉単位として知られている。

もし勧誘された労働組合が 50%を超える被用
者の支持を得ていれば，使用者は適法にその労働
組合を使用者の被用者の過半数を代表するものと
認め，請求により，雇用条件について交渉してよ
い。使用者は，請求により自発的に労働組合を認
定してもよいが（カードチェック），適法に交渉を
拒否し，NLRB が管理する秘密投票選挙により，
労働組合が，自らへの支持を証明するよう要求し
てもよい 64）。

労働組合を認定し，それと交渉する使用者の義
務は，交渉単位の過半数の被用者が秘密投票によ

り組織化することを決定したか，又は使用者が自
主的にカードチェックにより過半数の支持を享受
する労働組合を認定したときにのみ存するもので
ある。労働組合は，被用者の過半数が選定し任命
した代表として，その使用者での唯一の排他的な
代表となる 65）。事実，使用者が，労働組合が過
半数の支持を享受する前に，排他的交渉代表とし
て労働組合を認定し交渉することは，違法であ
る 66）。そして被用者は，現場の代表を選ぶこと
ができる。これは典型的には，経営側と労働組合
の間だけでなく，経営側と被用者側の間での結節
点となる者として務める職場委員（shop�steward）
等である。
　b．他の職場の従業員代表に対する労働組合の
　　影響力

いったん労働組合が労働者の過半数の排他的交
渉代表としての地位に立つと，労働組合は，他の
職場の従業員代表の選定に対しても，一定の影響
力を及ぼす。労働組合は，同僚により，労働組合
の交渉単位の代表として選任される交渉単位の労
働者である職場委員に，もっとも直接的な影響力
を有する。職場委員の義務は，各労働組合の憲
章，内規，そして現場の慣行によっても違うが，
その義務として，典型的には，職場が制定法，契
約，その他の法への違反がないように監視するこ
と，労働協約の条項を実施し維持すること，苦情
手続において交渉単位の被用者を代表すること，
そして交渉単位の被用者と地域的・国際的な労働
組合の役員との間のみならず，交渉単位の被用者
と経営側との間の連絡係を務めることを含む67）。
　c．組織化された職場での従業員代表の権限へ
　　の 8 条（a）（2）の制限

労働組合は，労働組合の役員ではない，他の
タイプの従業員代表を制限することができる。
特に，NLRA は，従業員代表者を選定し，又は
従業員代表グループを作り出す使用者の能力を
限定している。前述のように，NLRA の 8 条

（a）（2）は，使用者が「いかなる労働団体（labor�
organization）の結成若しくは運営について支配
若しくは干渉し，又はこれに財政上若しくはその
他の援助を行うこと」68）を不当労働行為として
いる。NLRA2 条（5）は，労働団体とは，「被用者
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が参加し，かつ全部又は一部において，苦情，労
働紛争，賃金，賃金率，労働時間，又は労働条件
について使用者と折衝すること（dealing�with）を
その目的の全部又は一部として存在する，あらゆ
る種類の団体，代理機関，従業員代表委員会ない
し制度」69）を意味すると定義している。

これらの制定法の条項を解釈するにあたり，局
は，Electromation, Inc. 事件において，被用者の
集団や委員会は，もし当該委員会等が，「（1）被
用者の参加，（2）使用者と折衝する（deal�with）
目的，（3）雇用条件又はその他の制定法上の事項
への関心，そして（4）もし「従業員代表委員会
又は制度」の場合については，その委員会等が何
らかの形で被用者を代表していることの証拠」70）

を含んでいれば，それは制定法上の労働団体に
該当すると決定した。このテストを適用し，局
は，「折衝する」とは，「被用者の開始した提案等
をベースに双方向的な解決に達するため被用者
と経営側を含む双方向的なプロセス」を指す，交
渉よりも広い用語であると結論づけた 71）。換言
すれば，労働団体は，我々が通常，労働組合とし
て考えるものよりも広いものである。この自らの
分析を適用して，Electromation 事件で NLRB は，
使用者が，「従業員行動委員会」を創設したとき
に，8 条（a）（2）に違反したとした 72）。この委員会
は，6 人の被用者と 1 人ないし 2 人の経営側のメ
ンバーにより構成され，賞与，禁煙制度，そして
昇給等について議論するというものだった。裁判
所は，使用者が委員会を構成し，提案を構成する
のに関与し，そして被用者に対して委員会に要し
た時間の給与を与えていたため，これらの委員会
は，不当に使用者により支配されていたと確認し
た。かくして，これらの委員会は NLRA に違反
するとされた。

かくして，局の Electromation 事件における影
響力の強い決定により，もしある職場で労働組合
が既に被用者を代表していたら，労働協約が実行
されていようがいまいが，経営側が開始したワー
キンググループは，局の労働団体に関する制定法
上の定義の解釈に合致すれば，法の 8 条（a）（2）に
違反することになる 73）。組織化されている場合
に，NLRB は同様に，他のタイプの労働組合以外

の委員会が NLRA 違反となると認めている。た
とえば，Du Pont 事件では，局は，6 つの安全委
員会と 1 つのフィットネス委員会が，NLRA に
より禁止された使用者の支配する労働団体に該
当すると認めた。局は，被申立人である使用者
は，委員会と折衝することで，労働組合をバイパ
スしたと認めた。局は，使用者が，被用者に，考
えを表明し，危険を報告し，安全問題により意識
的になることを奨励することは禁止されていない
が，被用者を安全制度の創設や意思決定の過程に
関与させることは禁止されている，と説明した。
局は，それらの委員会には，被用者の補償につい
ての経営側への提案など，提案をする任務があっ
たために，それらの委員会は違法となると強調し
た 74）。

これらの決定及びこれら以外の決定の帰結によ
り，経営側の開始した，労働者の参加を強化し
て，被用者の労働生活に影響を与える決定をする
可能性があるかもしれない，ほとんどのグループ
は，局が使用者の支配の追加的な認定をすること
で，危険に陥ることとなった。局は，「被用者の
組織の形成の背後の刺激が，使用者から出たもの
であり，当該組織が，使用者のアクティヴな関与
なしでは実体的な存在を有していない場合」使
用者の支配があると決定した 75）。委員会の 2 条

（5）�と 8 条（a）（2）の解釈は，しかしながら，「「提
案箱（suggestion�box）」のような一方的なメカニ
ズムや，「ブレインストーミング」のグループや
会合，又は類似の情報交換」を危険にさらすもの
ではない 76）。また，低い管理職層への企業の権
限の委譲も，禁止された「折衝すること」に該当
せず，適法な指令系統変更の管理であるとみられ
る。たとえば，General Foods Corporation 事件で，
局は企業が，「すべての一般被用者の権限と責任
を拡大し，それらの者に，通常はマニュアル労働
者には割り当てられない，それらの者の仕事の状
況についての一定の権限とコントロールを与える
ため」に設計された「職務濃縮化プログラム」に
関係する「被用者にフラットに（管理機能を）権
限委譲した」場合について，何らの「折衝」もな
いと認定した 77）。
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d．従業員代表制は，団体交渉の機能に取って代
　わることはできない

局による 8 条（a）（2）の解釈は，我々に，従業員
代表制は団体交渉の機能に取って代わることはで
きないことを教えてくれる。事実，以上の分析
から，使用者が使用者の支配する委員会と折衝
することは，しばしば 8 条（a）（5）による被用者の
排他的代表以外の者との交渉の禁止に違反するこ
とがわかる。せいぜい，従業員代表制は，それが
一方的であるか，あるいはもし双方向的であれば
使用者に支配されていない場合に限り，団体交渉
の機能を補足することができるだけである。こ
れはいくつかの労使のワークチームを違法にする
かもしれないが，それは被用者が意思決定をする
際に強制を受けないよう保障するために，そうし
ているのだ。この労使関係の見方は，従属した労
働者の参加よりも，労働者の自治をより高く評価
している 78）。しかしながら，我々が論じたよう
に，職場の声の欠如は，─局が Electromation

事件を決した前も後も─大きな注目を集めてい
る 79）。労働研究者の多くは，8 条（a）（2）を，被用
者の職場の声への「障害」とみている 80）。

Ⅳ　従業員代表制の機能と機能不全

　1　代表と声の複数の役割

　a．労働組合以外の従業員代表の手段的な合理性
従業員代表制には，手段的・原理的，双方の存

在理由がある 81）。アメリカの制度は，パラダイ
ム的には，多くの人にとっては，労働こそが，基
本的な賃金と，医療保障・年金制度・障害補償・
子どもの保育施設・解雇手当そして補足的な失
業手当等，それ以外の経済的・社会的給付を含
む，なくてはならない収入を得るための主たるア
クセス源である。福利は職場を中心に構成されて
おり，普遍的な公的給付の体制があるというより
は「被用者福利国家」である 82）。そのような制
度では，労働における従業員代表は，他の体制よ
りも，決定的に重要である。さらに，従業員代表
制の担いうるもう一つの役割は，被用者の給付の
ポータビリティを容易にすることである。ますま

す在職期間が短期化し，ますます転職が頻繁にな
る傾向にある，典型的なキャリアサイクルの変化
を考慮すると，被用者の協会組織は，福利給付に
連続性を与える，労働と市場の間の媒介手段とし
て，特に重要な役割を担いうる。前述のとおり，
アメリカの社会的福利の体制は，緊密に職場に結
びついている。ニューディールが社会保障法を制
定し，一定の普遍性を退職給付と失業保険制度に
もたらしたものの，ニューディールは所得保障と
産業のワーク・サイクルとの間の結びつきを閉ざ
し続けた。工業化の時代にあっては，労働者は，
安定した雇用関係を通じて諸給付を受領すること
を期待できた。最近の健康保険制度改革や社会保
障，そして年金に関する激しい論争から明らかな
ように，アメリカのシステムは私的に供給される
給付に大きく依存している。

被用者の権利の観点からすれば，被用者代表
は，組織化されていない職場における，個別的な
保護規制の実施不足という広くみられる問題へ対
処するのに役立つ。これはとりわけ，労働基準を
遵守していないという状況が広くみられる産業や
職場においてあてはまる 83）。�
　b．労働組合以外の従業員代表の象徴的な合理性

同時に，労働は社会的な相互作用，アイデン
ティティの形成，そしてコミュニティの中心的
な場所である。そのようなものとして，従業員
代表制は，相互のやり取りと関わり合いとの共通
の空間を統合するのに役に立つ。シンシア・エス
トランド（Cynthia�Estlund）教授は，最近，職場
を政治的なアクティヴィズムの練習場として考
察して，そのような空間の役割を強調した 84）。
経営的な特権と権限の必要性を主張する経営側の
観点からしても，従業員代表制は，被用者から情
報を引き出す効率的な方法を提供することで，潜
在的には競争力と生産性を高めるものと考えられ
る 85）。この観点の下では，従業員代表は，被用
者の自己点検，訓練，そして責任を増加させるこ
とで，効率的に中間管理職ポストを必要ないもの
とすることができ，そして忠誠心を増加させるこ
とを通じて，被用者にサボタージュを妨げ，職場
の摩擦を減少させる種々の新しい圧力を作り出す
ことができる 86）。さらに一歩踏み出して，何人
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かの論者は，従業員代表が，労働者の一体化とい
う目的を取り入れさせる機能に役立つと信じてい
る。ルイス・ケルソ（Louis�Kelso）は，被用者の
参加と代表の形態を創設することは，社会にとっ
ての資本主義の価値を理解する，「小さな資本家」
的な被用者を作り出すと信じていた 87）。事実，
被用者が従業員持株制度により次第に株主になっ
ていく時代にあってさえも，企業の役員会での代
表は稀であるが，アメリカの企業研究者は，経営
者が選任された従業員代表が役員会にいることを
好むかもしれない理由を挙げている。

彼らは，従業員代表を，株主から力をとりもど
し，彼らがさもなければ選んでいたであろうより
も大きなリスクを耐えることを求める制度から
離れるための，一つの方法としてみるかもしれな
い。結局のところ，労働者も，経営者と同様，株
主より多様性に乏しく，リスク回避的なのだ。経
営者が，成長，経営多角化，収益保持のような，
リスクを最小限にする制度を追求する場合には，
労働者も企業特有の訓練，キャリアの機会，安定
した雇用，そしてより高い賃金により利益を得
る。このようにして，労働者と経営者は，常に株
主の目的と一致するとは限らない，共通の利益を
有している 88）。

被用者あるいは使用者の観点のいずれからも，
従業員代表制が，このようにして，声の機能に役
立ちうることが，共通して肯定される。チャール
ズ・ハンディ（Charles�Handy）が述べたように，

「我々の経済的な安寧と継続した資本主義の成功
は，効率的で効果的なすべてのタイプの組織にか
かっている。我々の極めて重要な機関における民
主主義への必要性と，我々の効率性への必要性
とを一致させる一つの方法，多分唯一の方法は，
我々の組織をメンバーシップ・ビジネスと考える
ことだ。」89）

　2　従業員代表の種類 

一般的に，アメリカの労働組合以外の従業員代
表制は，労働生活の質や生産の向上といった事項
に主眼を置く，職場のアドバイザリー・グループ
として構成されている。こうした制度は，苦情
や，現場の運営問題，そしてあまり頻繁でない

が，賃金や福利を議論するために経営側と会合す
るが，もっともよくあるパターンは，苦情を含
む，すべての決定についての最終的な権限が，使
用者に残されていることである。NLRA の禁止
の影で出現した制度のタイプは，非常に多岐にわ
たる。それらの多様なモデルの多くは，「経営側
の必要に応じて設置されたが，それ自体の生命を
も帯びるようになったかもしれない「被用者の声
の機関」であり，これは不満を表明する場とな
り，（そして）しばしばメンバーによって，組織
化の代替的選択肢と認識されている」ものとみる
ことができる 90）。�
　a．自己管理チームと QC サークル

典型的には，自己管理（self-managed）又は自
己監督（self-directed）チームは，現場レベルの数
人の被用者の集団で構成され，一定の生産領域の
周辺で組織され，日常業務の問題について，集団
的な決定をする権限を与えられている 91）。その
ようなチームは，自らに割り当てられたプロジェ
クトを監督するとともに，組織の他の部分に対し
て代表する機能を有するチームリーダーを選出す
ることもある92）。QCサークルは，生産性，手続，
製品とサービスの品質について議論するために形
成された，被用者の小さなグループのことであ
る 93）。これらの制度は，ほとんど唯一の焦点を
生産性と品質に当てており，労働条件については
何ら問題としていない。これらの被用者のグルー
プのタイプは双方とも，雇用条件や労働関係より
も，現場の生産問題に焦点を置いている。
　b．労働生活の質（Quality�of�Work�Life），アド�
　　バイザリー・カウンシル（Advisory�Council）�
　　と安全委員会（Safety�Committees）

労働生活の質プログラム（QWL）又は「従業
員行動委員会」は，被用者の小さなグループであ
り，通常，自発的なベースで，労働に関連した諸
条件について経営側のための勧告を作成するにあ
たり，被用者を代表する 94）。そのような一般的
な性質を有する委員会は，また，「フォーカス・
グループ」「人的資源プログラム」又は「使用者
― 従業員委員会」とも呼ばれる。また，多くの
組織化されていない職場は，広汎な苦情処理シス
テムを有している 95）。�
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被用者の安全委員会は，広くみられる。アメリ
カの，組織化されていない大規模な製造業の企業
の半数以上が，何らかの形で安全委員会を有し
ている 96）。2004 年には，米国会計検査院（GAO）
の研究で，企業が，OSHA のイニシアティヴの
成功の多くを，安全委員会への参加，週毎の会
議，他の被用者の訓練の補助，そして新しいアイ
デアを求めての，他の施設への見学ツアーへの被
用者の参加を含む，被用者の関与に帰しているこ
とが判明した。内部の安全プログラムに関与した
労働者は，態度やコミュニケーションに大きな変
化があったと報告し，安全面での決定への参加
が，他の職場の声の側面にも影響を与えていると
感じていた。

　安全委員会は，近い将来にはさらに一般的な
ものとなるかもしれない。労働省は，2010 年に，
その良好職務行動計画の一部として，計画/予防/
保護プログラム（Plan/Prevent/Protect�Program）
を立ち上げるとアナウンスした。このイニシア
ティヴは，使用者に「法規違反のリスクや，その
他の労働者へのリスクを特定し，対処するための
制度─例えば，職場を，労働者を殺傷するかも
しれない安全面での危険について探査する制度
─を創設すること」を求め，「使用者又はそれ
以外の規制対象は，被用者に，そうした制度の創
設に参加する機会を提供する機会を与えることに
なる」97）。労働省のウェブサイトによれば，計画
/予防/保護は，傷病防止プログラムを含んでお
り，経営側に被用者の安全，被用者の参画，そし
て危険評価と危険コントロールを含む，危険認知
プログラムへの関与を求める予定である 98）。�
　c．利益分配制度（Profit-Sharing�Programs）

多くの企業は，特にハイテク産業では，何らか
の形での利益分配制度を設置している。これは，
集団的若しくは個人的な，株式若しくは企業資
産（従業員持株制度�（ESOP））の所有 99），又は単
純に企業の利益にリンクした体系的賞与（スキャ
ンロン・プランと生産性向上分配プラン（Improshare�
plan）のような利得分配制度）100）等であり，通常
は決定権限を伴うことはない。

　d．被用者集会（Employee�Caucuses）とアイデ
　　ンティティ・グループ�

被用者集会は，ハイテク産業の専門職の被用者
により主として始められ，広がったものであり，
公式の組織化の負担なしに，労働条件や福利につ
いての懸念を声にすることを目的とする 101）。「ア
イデンティティ集会（identity�caucuses）」は，同
様に，近年，アイデンティティ，エスニシティ，
ジェンダーと差別に関する事項について形成され
ている非組合員の被用者グループである。最初の
アイデンティティ集会である BABE（Bay�Area�
Black�Employees）は，ゼロックス社のアフリカ
系アメリカ人の営業職員が 1969 年に，条件の悪
いセールス区域を持たされたことに対する反応と
して設立された 102）。類似したものとして，使用
者は，マイノリティの被用者の苦情への対応とし
て，経営側に，職場に更なる平等をもたらすス
テップについて情報提供することを目的に，し
ばしば「従業員多様性委員会（employee�diversity�
committees）」を設置している 103）。
　e. 労使協力委員会（Labor-Management�Cooper-�
　����ation�Committees）

先に論じたように，労使協力制度は，組織化さ
れた状況での参加制度のことをいう典型的な用語
である。これらは，経営側と労働組合の役員とか
ら成る委員会であり，主として団体交渉関係に関
する一般的事項，そして労働条件，安全，そして
職場の環境等の特定の事項を論じるために設置さ
れる 104）。この制度は，より頻繁に，非公式な議
論を組織側とかわす点で，単純な団体交渉と違っ
ている。たとえば，アメリカで 1980 年代初頭に
採用された最初の協力的な安全プログラムは，事
実上，建設業界における合同の労使イニシアティ
ヴであり，OSHA の当初の反対にもかかわらず，
経営側と建設労働組合とが協同して創設したもの
である 105）。

 f．職場横断的従業員協会（Cross-Workplace�Em-�
　����ployee�Associations）

職場中心ではない労働者のメンバーシップ組織
は，訓練の促進，ネットワーキング，人的資本の
涵養等を目的とする協会である 106）。アメリカに
おける劇的な労働組合主義の衰退は，アメリカの
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労働運動に対し，新しい経済の中での従業員代表
制の役割についての再ビジョン化を促す大きな圧
力を与えた。AFL-CIO の協会メンバーシッププ
ログラムは，今や，非組合員の労働者にもサービ
スと相談を提供している 107）。

　3　将来の方向性

NLRA の団体交渉モデルは，労働者が共通の
目的へと前進するために，統一的な声を提示し
なければならないという考えに基づいている。

「（NLRA は）良く定義された代表形態を要求して
おり，これは厳格なリーダーシップと草の根の活
動との分離を含んでおり，そのメンバーに集団へ
の忠誠を求め，そして代表が排他的であることを
要求している」108）。アメリカの労働組合は，そ
れゆえに，「大きな，官僚的な組織として，被用
者には外部の存在である。その任期満了した役員
たちが，定期的に，閉ざされたドアの背後で使用
者と長期契約を締結し，そして経営側がその有効
期間の間，契約を管理するやり方に不当な扱い
を受けたごく少数の被用者を代表する」109）。研
究者は NLRA が，労働組合の参加を，被用者に
とって必須の「有機的な活動」というより，「外
来的な存在」として取り扱っているため，批判し
ている 110）。アメリカにおける組織率が過去最低
である時にあって，労働組合以外の従業員代表制
がさらに注目を集めている。

NLRA の下での労働組合以外の従業員代表制
の禁止の歪んだ効果は，「組織化されていない企
業では，今日，私的部門の労働力（被用者グルー
プ）の 90％が，NLRA の下で，使用者に重要な
こと，例えば製造や生産の質，を議論すること
が認められているが，しかし労働者の労働と生活
の質に関連する事項を議論することが認められ
ていない」ことである 111）。たとえばある事件で
は，NLRB は，「被用者の必要性や利便」を扱っ
た 2 つの委員会を否定しているが，3 番目の「製
品の質」を主眼としたものは認めている 112）。QC
サークルは，それらが「経営の道具であり，……
一般の被用者に，経営側がその運営をより効率的
にすることを援助することを許すためにデザイン
され」，「単に運営上の問題に関係するに過ぎな

い」と考えられたため，NLRA の要件とは矛盾
しないとみられている 113）。逆に，前述のように，
潜在的に交渉し，提案し，被用者の給付，労働条
件，そして福利の向上に寄与する被用者委員会
は，疑わしいとみられ，違法だと判断される可能
性がある。

アメリカの連邦法は，労働組合に基礎を置く団
体交渉と労働組合以外の代表とは，相互に排他的
であることを前提としている 114）。しかしながら，
労働組合と労働組合以外の代表制の違いと隔たり
にもかかわらず，それらの目的とロジックとは驚
くほどに類似している。次に挙げる NLRA の序
文を，

若干の使用者による，被用者の団結する権利の否
定と，若干の使用者による，団体交渉の手続の受
け入れ拒否は，ストライキやその他の産業上の紛
争や不穏な状況を生じさせ，それらは，（a）効率
性，安全性，又は商業の手段的な運営を損うこ
と，（b）商業の流れの中で生じること，（c）実質
的に，原材料や製造品や処理品の，商業の経路か
らあるいは商業の経路への流通を，又はそのよう
な原材料や物品の商業における価格を，影響し，
制限し，統制すること，（d）実質的に市場が物品
の商業の経路からの又は商業の経路への流れを損
ない又は妨げるほどの量で，雇用と賃金の減少を
生じさせること，により，商業の重荷又は妨害と
なる意図又は必然的な効果を有する 115）。

次の，より最近の記述と比べてみよう。
経営者たちは，今日の競争的な経済においては，
労働者と経営側は，ともに泳ぐ方がよいのだと，
次第に理解し始めている。さもなくば，一緒に沈
んでしまうのだ。116）

これらの記述は双方とも，産業の成功を経営
側と労働側の声と協力とに結びつけている。
Electromation 決定とそれに続く判例法により生
じさせられた制限と不安定な状況については，使
用者の設置した被用者参加モデルが効率的に機能
できるよう，明らかに現在の法的枠組を変える必
要がある。これらの制度及び「御用組合」という
概念に付着した悪い含意にもかかわらず，現在の
システムに対しては，不満が高まりつつあり，変
革の必要性が認識されている。ロデル社の会長兼
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CEO であるウィリアム・バッディンガー（William�
Buddinger）による，上院の労働・人的資源委員
会への，NLRA の 8 条（a）（2）の，使用者へのイ
ンパクトに関する証言における，以下の陳述は，
この不満を反映している。

チームワークと協同的経営を可能とするための
NLRA の修正が，明らかに必要です……。チー
ムワークにおける最新の実験は，─より競争的
な企業と幸福な労働者という，2 つの世界の最善
のものを一般的に作り出しています……アメリカ
の企業は，自由に変化できるようであるべきです
……。我々を過去に閉じ込める法により足枷をつ
けられたままでは，我々はそうしたことができま
せん 117）。

労働法改革以外に，アメリカ市場において，被
用者の代表を増加させるための提案の中には，
ディスクロージャー法令の充実があり，これは，
被用者に，経営，財政的パフォーマンス，運営成
績，戦略的制度，そしてビジネスリスクの要素の
監視ができるようにするであろう情報の獲得可
能性を確保するものである 118）。これらの提案の
中には，被用者に，訓練機会，補償制度，そして
健康安全記録を含む，雇用関係に関連する情報
を与えるべきであるとする，経済開発協力機構

（OECD）の最近の勧告の採用を求めるものもあ
る 119）。会社法の改革論者からの，その他の提案
の中には，被用者である所有者の，会社の役員会
における代表の義務づけも含まれている。

Ⅴ　結　　論

本レポートは，職場での意思決定への被用者の
参加の前提となる 2 つの価値が，異なる方向へと
綱引きしていることを示唆した。アメリカの労働
政策の中には，被用者の声を奨励するものもある
が，自己統治を奨励するものもある。この矛盾
は，NLRA8 条（a）（2）が，労働者の自治を保護す
るという名目のもとに，被用者の声にとって潜在
的には重要な経路を無力にしているという状況に
おいて，もっとも劇的に顕れる。アメリカは，国
民的あるいは普遍的な給付システムというより，
職場中心の給付体制を有しており，そういった給

付がどう分配されるべきかということについて，
労働者が発言することを妨げてしまう法的な障害
のことを，特に懸念すべきである。アメリカは，
また，連邦制の民主主義の共和国として，被用者
が，職場での意思決定に参加することを妨げる法
的な障害のことも，懸念すべきである。それどこ
ろか，アメリカの政策担当者は，できるだけ多く
の社会的単位における民主的な参加の方法を探し
求めるべきである。職場は社会的単位の中で，民
主化しにくいもののひとつである一方，社会的な
相互作用や，アイデンティティ形成，そしてコ
ミュニティのための場となりうるため，もっとも
重要なもののひとつであるからだ 120）。
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